
事業内容
事業

対象者
補助基準額

(補助率を乗じる前の額）
補助率

担当者
電話（代表）011-231-4111

１　病床機能分化・連携促進基盤整備事業（(1)、(2)は令和６年度（2024年度）の実施予定のみ確認）
（１） ①以下のいずれかに該当する施設の整備に必要な新築・増改

築・増築・改修に要する工事費又は工事請負費を補助

【機能転換】
　急性期病床から回復期病床（地域包括ケア病床含む）等への病
床転換等に必要な病室や機能訓練室等の工事(併せて建物内に
訪問看護ST等を整備する等、在宅医療の機能強化に係る取組も
対象）
【ダウンサイズに伴う残存機能の強化】
　病室や診療室等への転換など、病床の適正化のために残存機
能の強化に必要な工事（在支診や訪問看護ST等、在宅医療の推
進に係る整備も含む。）
【再編・統合】
　病院機能の再編・統合に伴い病院の病床機能や役割を明確に
し、病院間で連携を図るために必要な工事

医療機関

【新築・増改築】
　9,000,000円×（転換+削減）病床数※
【増築・改修】
　5,022,500円×（転換+削減）病床数※

※再編・統合の場合は整備後病床数

1/2
以内

上記①については、次の加算条件に該当する事業を行う場合は、
基準額に加算を行う。

＜加算条件A＞
　転換（削減）前から病床20％以上の「転換+削減（一方でも可）」
を行い、かつ次の条件（①～⑤のいずれか）を満たす場合

＜加算条件B＞
　転換（削減）前から病床10％以上20％未満の「転換+削減（一方
でも可）」を行い、かつ次の条件（①～⑤のいずれか）を満たす場
合

　①患者の療養環境改善の整備
　②医療従事者の職場環境改善の整備
　③衛生環境改善の整備
　④業務の高度情報処理及び快適環境の整備
　⑤乳幼児を抱える母親の通院等のための環境整備（授乳室、託
児室）

上記①のうち、
左記の条件に

該当する医療機関

＜加算条件A＞
【新築・増改築】
　9,000,000円×（転換+削減）病床数※
【増築・改修】
　5,022,500円×（転換+削減）病床数※
＜加算条件B＞
【新築・増改築】
　5,400,000円×（転換+削減）病床数※
【増築・改修】
　3,013,500円×（転換+削減）病床数※

※再編・統合の場合は整備後病床数

1/2
以内

②地域で不足する外来医療機能を担う診療所（医科）を開設する
ために必要な新築・増改築・増築・改修に要する工事費又は工事
請負費を補助

※対象二次医療圏
南檜山、北渡島檜山、中空知、北空知、日高、上川北部、富良
野、留萌、宗谷、遠紋、根室

診療所

160㎡×構造単価
鉄　　筋　179,800円
木　　造　179,800円
ブロック造　156,700円

1/2
以内

（２） 設備整備事業
　※一部変更

※「再編」は地域医療連携
推進法人を設立するもの
に限る。

※「統合」は複数の医療機
関において、一つの医療
機関に集約するもの。な
お、同一法人の統合につ
いても対象とする。

①以下のいずれかに該当する設備の整備について、医療機器
等、患者輸送車及び在宅医療を実施している、または実施しよう
とする病院において訪問診療等に使用する車両などの備品購入
費（電子カルテ、部門システムその他の病院情報システム及び在
宅医療提供体制強化事業費補助金で対象となる医療機器を除く）
を補助

なお、在宅医療を実施している、または実施しようとしている病院
とは、当該年度内において診療報酬上の在宅療養支援病院や在
宅療養後方支援病院となっていること。

【機能転換】
　急性期病床から回復期病床（地域包括ケア病床含む）等への病
床転換等に伴い必要となる設備
【ダウンサイズに伴う残存機能の強化】
　病床のダウンサイズに伴う診療所等の整備や診療機能強化等、
病床の適正化に必要となる設備
【再編・統合】
　病院機能の再編・統合に伴い病院の病床機能や役割を明確に
し、病院間で連携を図るために必要となる設備

医療機関

1医療機関あたり
10,800千円

※再編・統合の場合は医療機関数に乗
じる

1/2
以内

上記①については、次の加算条件に該当する事業を行う場合は、
基準額に加算を行う。

＜加算条件＞
　転換（削減）前から病床20％以上の「転換+削減（一方でも可）」
を行った場合

上記①のうち、
左記の条件に

該当する医療機関

1医療機関あたり
10,800千円

※再編・統合の場合は医療機関数に乗
じる

1/2
以内

②地域で不足する外来医療機能を担う診療所（医科）を開設する
ために必要な医療機器などの備品購入費（電子カルテ、部門シス
テムその他の病院情報システム及び在宅医療提供体制強化事業
費補助金で対象となる医療機器を除く）を補助

※対象二次医療圏
南檜山、北渡島檜山、中空知、北空知、日高、上川北部、富良
野、留萌、宗谷、遠紋、根室

診療所
1医療機関あたり
10,800千円

1/2
以内

地域医療介護総合確保基金（医療分）を活用した令和５年度（2023年度）北海道計画登載事業（※）実施希望調査事業一覧

※北海道保健福祉部地域医療課地域医療係・企画調整係所管事業分

事業名

施設整備事業
　※一部変更

※「再編」は地域医療連携
推進法人を設立するもの
に限る。

※「統合」は複数の医療機
関において、一つの医療
機関に集約するもの。な
お、同一法人の統合につ
いても対象とする。

地域医療係

森山
モリヤマ

（内線25-327）



事業内容
事業

対象者
補助基準額

(補助率を乗じる前の額）
補助率

担当者
電話（代表）011-231-4111事業名

１　病床機能分化・連携促進基盤整備事業（(3)～(5)は令和５年度（2023年度）の実施予定も確認）
（３） ①道内の医療機関が再編・統合を検討する上で事業者等へ委託

し、収支シュミレーション等を行うために必要な委託料を補助
※最長５年間

医療機関
地域連携推進法人

医師会

１医療機関あたり
7,000千円

1/2
以内

②再編・統合に伴い整備する施設の新築に必要とする基本設計
及び実施設計に要する委託料に対する補助。
なお、基本設計と実施設計の契約は単独の契約のみ対象とす
る。

医療機関
地域連携推進法人

500千円×整備後病床数×設計数
1/2
以内

③病床転換及び病床削減に伴い不要となる建物及び医療機器の
処分に係る損失で財務諸表上の特別損失（固定資産除去損、固
定資産廃棄損、固定資産売却損）に計上されるもの（医療機器の
有姿除却を除く）を補助。ただし、関係者への売却は対象外とし、
北海道地域医療構想公示日までに取得したものに限り対象とす
る。

医療機関
地域連携推進法人

（転換＋削減）病床１床あたり
2,000千円

※基準額は再編・統合医療機関間で協
議の上、分けることも可能とする

1/2
以内

④地域で不足する医療機能への病床転換及び病床削減を含む再
編統合等に伴い退職する職員で早期退職制度（法人等の就業規
則等で定めたものに限る。）の活用によって上積みされた退職金
の割増相当額を補助

医療機関
地域連携推進法人

早期退職職員数1人あたり
6,000千円

1/2
以内

〇法人運営
・人件費
8,000千円×職員（上限1名）

・負担金
500千円×加入機関数

・備品・消耗品費等
1,200千円

〇体制整備
・人件費（医師：上限４名）
21,000千円

・人材確保費用
11,160千円

・連携推進費
3,500千円

（４） 理学療法士等確保事業 急性期病床から回復期病床（地域包括ケア病床含む）等への病
床転換を行う病院において、新たに理学療法士、作業療法士及び
言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）を雇用する経費を補
助

医療機関
1名当たり月額350千円×延月数（12月を
上限とする。）

1/2
以内

（５） 理学療法士等研修事業 理学療法士等を所属外の病院で技術研修を受講させる場合や指
導的理学療法士の派遣を受ける場合の病院を支援

医療機関
受講料@10千円×240日
指導的職員派遣@40千円×240日

1/2
以内

２　病床機能再編支援事業（令和６年度（2024年度）の実施予定も確認）
（１） 単独支援給付金 地域医療構想を推進するための病床削減支援に対する給付

【支給対象者】
平成30年度病床機能報告（平成30年７月１日時点の病床機能）に
おいて、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能（以下「対
象３区分」という。）の病床を報告し、令和２年４月１日から令和５
年３月31日までの間に対象３区分いずれかの病床数の削減を行
う病院又は有床診療所の開設者又は開設者であった者

病院
有床診療所

病床稼働率に応じ削減数１床あたりの額
を支給

10/10

再編統合支援事業
　※一部変更

※「再編」は地域医療連携
推進法人を設立するもの
に限る。

※「統合」は複数の医療機
関において、一つの医療
機関に集約するもの。な
お、開設者が異なる法人
間の統合に限る。

地域医療係

森山
モリヤマ

（内線25-327）

⑤地域医療連携推進法人の設立のために必要な法人運営及び
体制整備に必要となる次の経費を補助

〇法人運営
・地域連携推進法人の設立準備、設立後の各種事務を行うため
に雇用する職員の人件費
・地域医療連携推進法人に加入する機関が地域医療連携推進法
人に支払う負担金
・地域医療連携推進法人の設立・運営のために必要な需用費（消
耗品費、図書購入費）、役務費（通信運搬費）、使用料及び賃借
料、旅費、備品費

〇体制整備
・地域医療連携推進法人で雇用し、加入する医療機関で診療等に
従事する医師の人件費（給与費、法定福利費、各種手当等）
・地域医療連携推進法人の加入医療機関で診療に従事する医師
の旅費
・人材交流に係る研修等のための経費その他の地域医療連携推
進法人へ参加する医療機関の連携強化に資する経費（需用費
（消耗品費、図書購入費）、役務費（通信運搬費）、使用料及び賃
借料、旅費、備品費）

※法人設立から最長３年間
（法人運営については法人設立準備期間（最長１年間）を含み最
長３年間）

医療機関
地域連携推進法人

1/2
以内

地域医療係

栗本
クリモト

（内線25-322）

地域医療係

森山
モリヤマ

（内線25-327）

mailto:受講料@10千円×240日
mailto:受講料@10千円×240日


事業内容
事業

対象者
補助基準額

(補助率を乗じる前の額）
補助率

担当者
電話（代表）011-231-4111事業名

（２） 統合支援給付金 地域医療構想を推進するための医療機関の統合支援に対する給
付

【支給対象者】
地域医療構想に基づく病院等の統合計画に参加し、平成30年度
病床機能報告（平成30年７月１日時点の病床機能）において報告
した対象３区分のいずれかの病床の削減を伴う統合計画に参加
する病院又は有床診療所の開設者

病院
有床診療所

・単価は同上
・重点支援区域に選定された統合関係
医療機関等は、上記単価による算定額
に1.5を乗じて算定

10/10

（３） 債務整理支援給付金 地域医療構想を推進するための病院の債務整理に必要な借入資
金に対する利子相当額への給付

【支給対象者】
地域医療構想に基づく病院等の統合計画に参加し、統合後に存
続している病院であって、統合によって廃止となる病院等の未返
済の債務を返済するために、金融機関から新たに融資を受けた
病院の開設者

病院
有床診療所

統合における承継医療機関が統合に
よって廃止となる医療機関の未返済の
債務を返済するために、金融機関から新
たに受けた融資に対する利子の総額（融
資期間は20年、元本に対する利率は年
0.5％を上限）

10/10

３　地域医療情報連携ネットワーク構築事業（令和６年度（2024年度）の実施予定のみ確認）
（１） 地域医療情報連携ネット

ワーク構築事業
医療機関等相互における役割分担、連携の推進、救急医療の効
率化を図るためのICTネットワーク設備整備に対し補助
（介護事業者を含む。）
※電子カルテの情報共有を伴わないものについては、「在宅医療
提供体制強化事業」に移行

医療機関
市町村
医師会

病院
30,000千円
診療所
20,000千円

1/2
以内

（２） 地域医療情報連携ネット
ワーク構築アドバイザー

ICTネットワーク導入に向けICT専門家からアドバイスを受けるた
めに必要な費用に対し補助
※構築前、構築年、構築後のいずれか2年間限定

医療機関
市町村
医師会

2,710千円
10/10
以内

（３） 防災用診療情報バック
アップ事業

津波などによる診療情報流出防止のために、安全な地域に電子
カルテ情報を保存するためのサーバ整備に対し補助

病院 12,000千円
1/2
以内

４　遠隔医療促進事業（令和６年度（2024年度）の実施予定も確認）
（１） 設備整備事業 遠隔地の医療機関と遠隔医療を実施するためのビデオ会議シス

テム（※）の設備整備に対し補助

※救急対応時等のモバイル端末による画像相談システムを含
む。

医療機関

支援する機関
3,000千円
支援を受ける機関
2,000千円

1/2
以内

（２） 遠隔相談事業 専門医等がビデオ会議システムやICTを活用したコミュニケーショ
ンツール等を活用し、画像による場合も含めて対面により相談・助
言を行って支援する事業 医療機関

1時間8千円
（1週間の上限：1診療科ごとに5時間）

10/10
以内

（３） 在宅患者遠隔支援事業 ICTを活用したコミュニケーションツール等の設備整備を行い、在
宅患者等の遠隔医療等を行うことについて支援する事業

所在する在宅医療圏内に
在宅診療支援医療機関
がない在宅患者に対して
訪問診療を行う医療機関
又は同一在宅医療圏内
において、16kmを超えて
訪問診療を行う医療機関

①設備整備事業
5,000千円
②導入運営事業
2，699千円

①1/2
以内

②10/10
以内

５　在宅医療提供体制強化事業（令和５年度（2023年度）の実施予定のみ確認）
（１） 在宅医療グループ診療運

営事業
○在支診・在支病等医療機関の医師を指導役とし、在宅医療未
経験の医師らとグループを編成し、日常診療時の支援や多職種カ
ンファレンス等を通じて新たな在宅医を養成
○グループの医師相互に夜間休日不在時の代診制
○在宅患者急変時の受け入れを担う医療機関をグループに加え
後方病床確保
※指導役の医師及び諸調整を行う職員の人件費、代診・後方病
床受け入れを行った医療機関に補助
※在支診・病以外が実施主体となる場合は、小児の在宅医療に
係る経費のみを補助対象とする。

医療機関
郡市医師会

市町村

年額6,030千円
（開始時期等により異なる）

10/10
以内

（２） 在宅医療体制支援事業 ○グループ制がとれない在宅医療を担う医療機関が少ない地域
（※）において、在宅医療を新たに、又は拡充して実施する際に要
する次の費用に対し補助
・夜間休日不在時の代診にかかる費用
・後方病床の確保費用
・半径16kmを越えた訪問診療（診療報酬算定不可）に要する経費
※　在支診・在支病の合計数が３以下の市町村

医療機関
郡市医師会

市町村

年額2,430千円
（開始時期等により異なる）

10/10
以内

（３） 在宅医療推進事業 ①訪問看護ステーションがない（不足する）地域に市町村自ら設
置若しくは参入した事業者に補助した場合、初度設備・運営経費
を補助
②看取り、緩和ケアなど在宅医療の充実に資する研修等の実施
に補助

市町村
①年額4,300千円
（開始時期等により異なる）

②1,000千円

1/2
以内

（４） 訪問診療用ポータブル機
器等整備事業

訪問診療に使用する医療機器（エコー、心電計、Ｘ線等）の整備に
補助
※医療機関においては、診療報酬上の往診料又は訪問診療料を
算定している、年度内に算定する見込みであること。

医療機関
郡市医師会

訪問看護ステーション

医療機関・訪問看護ステーション
3,000千円
郡市医師会
6,000千円

1/2
以内

（５） 在宅医療多職種連携ICT
ネットワーク構築事業

在宅医療に関わる多職種間におけるICTを活用した情報共有ネッ
トワーク構築のための設備整備に補助
※地域医療情報連携ネットワーク構築事業費補助金で対象となる
経費を除く。

市町村
医療機関

郡市医師会
訪問看護ステーション

2,150千円
1/2
以内

（６） 在宅医療多職種連携ICT
ネットワーク構築アドバイ
ザー事業

在宅医療多職種連携ICTネットワーク構築に向けICT専門家から
アドバイスを受けるために必要な費用に対し補助
※構築前、構築年、構築後のいずれか2年間限定

市町村
医療機関

郡市医師会
2,710千円

10/10
以内

６　小児等在宅医療連携拠点事業（令和５年度（2023年度）の実施予定のみ確認）

地域医療係

森山
モリヤマ

（内線25-327）

地域医療係

大西
オオニシ

（内線25-323）

地域医療係

大西
オオニシ

（内線25-323）

地域医療係

大西
オオニシ

（内線25-323）



事業内容
事業

対象者
補助基準額

(補助率を乗じる前の額）
補助率

担当者
電話（代表）011-231-4111事業名

（１） 小児等在宅医療連携拠点
事業（全道事業）

在宅医療を必要とする小児等が、地域で安心して療養できるよ
う、全道単位の次の事業を実施するための諸経費を補助
①住民への普及啓発
②人材育成
③地域拠点事業（圏域）実施事業者等への支援

医療機関
指定訪問看護事業者

医師会
市町村

福祉サービス等を
実施している法人

8,033千円
10/10
以内

（２） 小児等在宅医療連携拠点
事業（地域拠点事業（圏
域））

在宅医療を必要とする小児等が、地域で安心して療養できるよ
う、地域単位で行う次の事業を実施するための諸経費を補助
①関係者の連携強化に向けた取組（意見交換会の開催や地域の
医療・福祉等の資源を整理した情報周知等）
②患者・家族に対する相談等支援
なお、この取組は、小児等の在宅医療についての専門的な知識、
技術等を有する地域の医療機関を交えて行うものとする。

医療機関
指定訪問看護事業者

医師会
市町村

福祉サービス等を
実施している法人

1,372千円
10/10
以内

地域医療係

大西
オオニシ

（内線25-323）



事業内容
事業

対象者
補助基準額

(補助率を乗じる前の額）
補助率

担当者
電話（代表）011-231-4111事業名

７　医療勤務環境改善支援事業（令和６年度（2024年度）の実施予定も確認）
医療勤務環境改善支援事
業
　※令和５年度は、事業内
容が記載の内容と変更と
なる可能性もありますので
ご留意ください。

医療機関による主体的な勤務環境改善の取組の推進により、医
療従事者の確保を図るための次の事業を実施するための諸経費
を補助
①勤務環境改善に係る研修会等の実施
②経営診断や職員満足度調査等の実施
③就業規則等の諸規定の整備等
④医師事務作業補助者の配置

※事業対象者は、次の全ての条件を満たすことが必要
・「医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針」に基づ
き、勤務環境改善計画を策定し、又は策定に着手していること。
・北海道医療勤務環境改善支援センターと連携して事業を実施す
ること。

医療機関 3,000千円 1/2
以内

企画調整係

細谷
ホソヤ

（内線25-322）

８　医療機関・住民交流推進事業（令和６年度（2024年度）の実施予定も確認）
医療機関・住民交流推進
事業
　※一部変更
　※令和５年度は、事業内
容が記載の内容と変更と
なる可能性もありますので
ご留意ください。

医療従事者にとって魅力ある病院・まちづくりを進め、医療従事者
の離職防止や就業確保などにより、地域医療の確保・地域の活性
化を図るための次の事業を実施するための諸経費を補助

①地域医療を守るための講演会等開催事業
　住民視点での医療のあり方・受け方や、医療機関等（医療従事
者等）の負担軽減を図ることの必要性などについて理解を深め
る。
②地域住民と医療従事者との交流事業
　地域住民と医療従事者が交流を図ることで、地域医療等活性化
に向けた相互の理解を深める。
③住民団体等の活動を推進するための普及啓発事業
　上記①及び②に関する広報誌や掲示物を作成するなど、住民
団体等の取組を推進する。

医療機関を支える
取組を行う住民団体

医療機関

１団体又は１医療機関につき
386,000円

1/2
以内

企画調整係

細
ホソヤ

谷（内線25-322）

９　地域医療勤務環境改善体制整備事業（令和６年度（2024年度）の実施予定のみ確認）

　

事業の詳細は下記WEBページをご覧ください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/newkikin/162324.html

地域医療勤務環境改善体
制整備事業
　※令和６年度は、事業内
容が記載の内容と変更と
なる可能性もありますので
ご留意ください。

医療機関が作成した「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資
する計画」に基づく、総合的な取組に要する次の経費を補助

○施設・設備整備
　・ＩＣＴ等機器（AI問診システム、勤怠管理ソフトウェア等の医師の
時間外管理を行う機械や時間外労働短縮のための業務の効率化
につながる機器整備等）
　・休憩室等の休憩環境整備（勤務間インターバルや代償休息の
確保等に必要な、医師の休憩環境の整備等）
○運営費
　・タスク・シェアリングに伴う医療専門職の雇用（非常勤専門職
　人件費等）

※事業対象者は、次の全ての条件を満たすことが必要

① 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務
状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任
者を配置すること。
 
② 月の時間外・休日労働が80時間を超える医師を雇用している
若しくは雇用を予定している医療機関で、 労働基準法第36条に規
定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定において全員
又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が960時間
を超えていること又は全員若しくは一部の医師の年の時間外・休
日労働時間の上限が960時間を超えた36協定の締結に向けた見
直しを予定若しくは検討していること。ただし、他の医療機関へ医
師派遣を行うことによって当該派遣される医師の労働時間がやむ
を得ず長時間となる医療機関及び当該派遣医師を受け入れる医
療機関は除く。

③ 2024年までに
   ・(Ｂ)水準指定を予定している医療機関((Ｂ)水準医療機関に
    求められる医療機能を満たす医療機関に限る。)について
    は、　(Ｂ)水準対象業務に従事する医師については、年の時
    間外・休日労働時間が1860時間以下、それ以外の医師につ
    いては年の時間外・休日労働時間が960時間以下
   ・前記以外の医療機関については、年の時間外・休日労働時
   間が960時間以下となるよう留意し、当該保健医療機関内に
   多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を
   設置し、「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する
   計画」を作成すること。また当該委員会等は、当該計画の
   達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催
    していること。

④ 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当
該保健医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

医療機関 １医療機関につき
稼働病床数×133千円

1/2
以内

医師確保係

長野
ナガノ

（内線25-329）

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/newkikin/162324.html

